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茨城県最低賃金が変わります

問合せ　健康保険課　健康増進グループ
　　　　（常北保健福祉センター内）
　　　　☎029－240－6550（直通）

公費助成の対象者
　①接種当日に満65歳以上の方
　②接種当日に60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳（心
　　臓・腎臓などの機能障害）１級を所持している方
　③生後６か月から小学校６年生までのお子さん

「パソコン パワーポイント講習会」
ひとり親家庭応援 茨城県最低賃金が変わります

　インフルエンザは、秋から冬にかけて流行します。流行前に、早めに予防接種を受けましょう。特
に高齢者の方や10歳未満のお子さんは、インフルエンザにより持病の悪化や合併症を引き起こす危険
があるので、積極的に予防接種を受けましょう。

インフルエンザの予防接種が始まりますインフルエンザの予防接種が始まります
　インフルエンザは、秋から冬にかけて流行します。流行前に、早めに予防接種を受けましょう。特
に高齢者の方や10歳未満のお子さんは、インフルエンザにより持病の悪化や合併症を引き起こす危険
があるので、積極的に予防接種を受けましょう。

公費助成の対象者
　①接種当日に満65歳以上の方
　②接種当日に60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳（心
　　臓・腎臓などの機能障害）１級を所持している方
　③生後６か月から小学校６年生までのお子さん

　予診票は、10月15日時点の対象者に送付しています。
　次に該当する予防接種の希望者は、役場健康保険課に
お申し込みください。申し込み後に予診票を発行します。
■接種期間内に誕生日を迎え、対象年齢になった方
※12月末までに65歳になる方には、予診票を送付します。
■生後６か月から１歳未満の乳児（小児科医に確認して
　からお申し込みください）

問合せ　健康保険課　健康増進グループ
　　　　（常北保健福祉センター内）
　　　　☎029－240－6550（直通）

◆接種期間
　平成29年10月15日（日）　
　　　　  　～平成30年１月31日（水）
◆実施医療機関
　高齢者／県内の協力医療機関
　小　児／町内の指定医療機関及び
　　　　　水戸市内等の協力医療機関
◆助成額
　高齢者／2,000円（１回のみ）
　小　児／１回につき2,000円（２回まで）
※接種料金は、各医療機関に直接お問い合
　わせください。
◆受診方法
　予診票が届いたら、各自で医療機関に予
約をして、予防接種を受けてください。
※保護者ではなく代理人が同伴して受診す
　る場合は、委任状を町ホームページから
　ダウンロードし、持参してください。

日　時　12月２日（土）、９日（土）〔全２日間〕
　　　　午前９時30分～午後４時30分
場　所　クリエートPC教室（水戸市北見町8－12）
※無料駐車場有り
内　容　資料の作成やプレゼンテー
　ションに欠かせないパワーポイン
　トの使い方を、実際に資料を作成
　しながら学んでいきます。
定　員　先着15名
※託児有り（２歳以上、要予約）
対象者　〇ひとり親家庭の母（父）及び寡婦
　　　　〇２日間とも必ず出席できる方
　　　　〇パソコン初級以上の方
受講費　1,000円（テキスト代含む、初日に徴収）
申込方法　下記の申込期限までに電話、FAX、電
　子メールのいずれかの方法で、申込先へお申し
　込みください。
申込期限　11月24日（金）  ※期限内到着分のみ有効
申込先・問合せ
　県母子家庭等就業・自立支援センター
　☎029－233－2355　　 029－353－6564
　　shienboshi@ibaboren.or.jp

　労働者の賃金額が「茨城県最低賃金」を下回る
雇用契約は、労使双方の合意であっても、最低
賃金法により賃金額が無効となります。
　無効とされた賃金は、最低賃金と同額の契約
をしたものとみなされます。
問合せ　茨城労働局 労働基準部 賃金室
　　　　☎029－224－6216

〔10月１日（日）から適用されます〕

　「広報しろさと」に、区単位で開催するイベン
トの情報を掲載します。
　区の行事等で、区民以外の方でも参加できる
イベントがありましたら、広報紙発行の２か月
前までに問合せ先までご連絡ください。
掲載できないものの例
　〇政治・宗教・営利活動に関するもの
　〇活動場所が町外のもの
　〇掲載期限等が間に合わないもの
問合せ　まちづくり戦略課
　　　　☎029－288－3111（内線223）

区のイベント情報を募集します区のイベント情報を募集します

茨城県最低賃金が変わります
時間額 ７９６円茨城県最低賃金

「パソコン パワーポイント講習会」
ひとり親家庭応援


